
一 般 質 問 通 告 書 
 

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行うので、会議規則第６２

条第２項の規定により通告します。 

令和８年６月９日 

恵 庭 市 議 会 議 員 矢野 浩章 

恵庭市議会議⾧ 川 原 光 男 様 

 ページ    １ ～ １ 

 一問一答 （有 ・ 無） 質問所要時間（ ４０分 ） 

大 項 目 １、観光行政について 
小 項 目 質 問 の 要 旨 

『はなふる』周辺に
おける交通渋滞対
策と地域住民の生
活環境保護につい
て 

去る 5 月 5 日、花の拠点「はなふる」において開催されました
イベントにおいて市内外から多くの来場客が訪れ、本市の魅力を
発信する素晴らしいイベントとなりました。 

しかしその一方で、当日、会場周辺の道路では深刻な交通渋滞
が発生いたしました。特に国道 36 号から会場へ向かう市道、お
よび周辺の生活道路においては、車両が⾧時間にわたり滞留し、
地域住民からは切実な声が届いております。 

また、狭い生活道路を「抜け道」として利用する車両も散見さ
れ、歩行者の安全確保の観点からも看過できない状況にありまし
た。今後、恵庭のシンボルである「はなふる」で魅力的なイベン
トが継続され、交流人口が拡大していくことは喜ばしいことです
が、それが市民生活に過度な負担を強いるものであってはなりま
せん。 

そこで、今回の渋滞発生の原因分析と、今後の対策について
伺います。 

大 項 目 ２、公共施設について 
小 項 目 質 問 の 要 旨 

公共施設および未
利用スペースの戦
略的有効活用につ
いて 

現在、本市では公共施設等総合管理計画に基づき、施設の適正
配置や⾧寿命化が進められております。 

しかし、公共施設は維持するだけでなく、施設の「未利用スペ
ース」や「役割を終えた跡地」をいかに戦略的に活用し、新たな
価値を生み出すかが、今後の行財政運営の鍵と考えます。 

そこで、以下の点について本市の見解を伺います。 
（１）恵庭市民会館地下食堂スペースの今後の活用について 
（２）島松、柏陽地区複合施設の新設に伴う関連旧施設の利活用

について 
（３）教員住宅の現状と今後の在り方について 

※議会申合せ事項第１４条（抜粋） 
 １．理事者から十分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入してください。 
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。 



一 般 質 問 通 告 書 
 
令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第６２条

第２項の規定により通告します。 

令和８年６月９日 
                    恵庭市議会議員 吉永 孝之 

恵庭市議会議長 川原 光男 様 

 ページ  ３～１ 

 一問一答 （有・無） 質問所要時間（６０分） 

大  項  目 今後の恵庭のまちづくりについて 

小  項  目 質    問    の    要    旨 

１.戸磯・西島松・

上山口地区整備の進

捗状況について 

 

 

 

 

 

２.北海道日本ハム

ファイターズ・ファ

ーム施設誘致につい

て 

 

新市街地の整備は、本市の将来人口の確保や都市基盤の形成にとっ

て極めて重要な施策であり、特に戸磯地区、西島松地区、上山口地区

の３地区は、それぞれ状況や課題が異なる中で、市としてどのように

開発を進めていくのかが注目されています。 

そこでまずは、これら３地区の現状と今後の見通しについて伺いま

す。 

 

 

本市が進めている北海道日本ハムファイターズのファーム施設誘致

について、伺います。 

 

 

 
※議会申合せ事項第１４条（抜粋） 
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。 
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。 
 



 氏名 吉永 孝之 ページ   ３～２ 

大  項  目 市内町内会の活性化と加入促進に向けた総合的取組について 

小  項  目 質    疑    の    要    旨 

「町内会活性化補

助金」の成果と課

題、今後の支援の

方向性について 

本市では、町内会の活性化と加入促進を目的として、３年間の試

行事業として町内会活性化補助金を実施してきました。 

本年度はその最終年度に当たり、これまでの取組が、住民が参加

しやすい環境づくりにどの程度寄与したのか、まずはその実績を確

認する必要があると考えております。 
人口減少や担い手不足が進む中で、町内会の役割は、防災・地域

福祉・情報伝達など、地域コミュニティの基盤としてますます重要

になっています。 

しかし一方で、活動内容が十分に住民に伝わらず、加入や参加に

つながりにくいという課題も指摘されてきました。 
こうした状況を踏まえ、３年間の補助金がどのような成果を上

げ、どのような課題が残されているのかを整理することは、次年度

以降の制度の在り方を検討する上で不可欠であります。 

そこで、現在までの実績について伺います。 
 

  



 氏名 吉永 孝之 ページ   ３～３ 

大  項  目 最終処分場の現状と課題認識について 

小  項  目 質    疑    の    要    旨 

第７期最終処分場

整備に向けた検討

状況について 

盤尻の第６期最終処分場は、市民生活や社会経済活動を支える不

可欠な生活基盤ですが、３月の厚生消防常任委員会では、残余寿命

が前倒しとなり、令和１３年度中には残余容量がなくなる可能性が

示されました。 
一方で、整備手法については、第７期最終処分場を新たに整備す

るのか、既存の埋め立て処分場の嵩上げで対応するのか、検討中と

して報告がありました。 
 

本年度(令和８年度)は、最終処分場の整備に向けた準備として、

「基本設計」や「環境調査」などを早急に進めていくスタートライ

ンであり、極めて重要なことと考えております。 
そこで、行政が次期最終処分場の整備を遅滞なく、かつ財政負担

を最適化しながら進められるよう、現状の課題を整理し、市民の生

活が円滑に行われることを目的として質問します。 
最終処分場の整備手法の比較検討の状況についてお伺いします。 
 

 



一 般 質 問 通 告 書 
 

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第

６２条第２項の規定により通告します。  

  令和８年６月９日  

                  恵 庭 市 議 会 議 員  石 井 美 季  

恵庭市議会議長 川 原 光 男 様  

 ページ ２～１  

 一 問 一 答 （○有 ・ 無 ） 質問所要時間（ ５０分）  

大  項  目  安心して子育てできるまちづくり  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

子どもの居場所に

ついて  

 本市は全国の中でも珍しく人口が増加し続けている自治体で、

年々、市内の子どもの出生数は減少してはいるものの、そのスピ

ードは緩やかであると理解しております。  

 そして、近年、共働き家庭の増加などに伴い、子どもたちの安

全・安心な居場所のニーズはますます高まっており、特に放課後

や休日における居場所の確保は地域社会にとって大変重要とな

っております。本市において、事前の申し込みがなくても子ども

たちがふらっと立ち寄れる「子どもひろば」は、地域のセーフテ

ィネットとしても大きな役割を担っていると認識しております。 

 現在、本市では令和 6 年 4 月より、すべての子どもひろばが民

間委託に完全移行したと伺っております。大きな運営の転換期を

迎えた子どもひろばの現状など、以下の点についてお伺いいたし

ます。  

 １ 市内で開設されている子どもひろばの数について  

 ２ 提供されている主なサービスの内容について  

 ３ 直近の利用人数の状況について  

※議会申合せ事項第１４条（抜粋）  
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。  
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。  



 氏 名  石 井 美 季  ページ  ２～２  

大  項  目  誰もが安心して暮らせるまちづくり  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

犯罪被害者等の支

援条例の制定につ

いて  

 わたしたち市民が日々の暮らしを違和感なくおくれている背

景には、様々なルール、法律や条例があり、それに守られている

ということを忘れてはならないと認識しております。  

 恵庭市では、地域における安全意識の高揚や、自主的な活動の

促進及び生活環境の整備を図り、もって市民が安全で安心して暮

らし、または滞在することができる地域社会を実現することを目

的とした、『恵庭市防犯と交通安全の推進による安全で安心なま

ちづくり条例』が平成 21 年 12 月に制定されました。また、その

第 8 条の規定により、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果

的に推進するために、今年 2 月に、令和 8 年度から 12 年度まで

の 5 年間を対象期間とした『恵庭市安全で安心なまちづくり推進

計画』が策定され、基本施策に基づく防犯や交通安全にかかる各

種の施策が実施されることとなっております。  

しかしながら、本市の犯罪発生件数はここ 3 年で増加傾向にあ

り、重要犯罪も増加していると伺っております。全国的にも同様

に増加の傾向にあり、最近では SNS を利用した特殊詐欺や闇バ

イトによる強盗事件などが大きく報じられることもあります。こ

のようななかで、ある時突然、自分自身や家族、大切なひとが犯

罪に巻き込まれる可能性はゼロと言い切れません。  

そこで、あらためて、恵庭市の犯罪発生状況についてお伺いい

たします。  

 



 

 

一 般 質 問 通 告 書

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第６２条

第２項の規定により通告します。 

 令和８年６月９日

恵庭市議会議員 三上 まどか

恵庭市議会議長 川原 光男 様

ページ １～１

一問一答 （有・無） 質問所要時間（４０分）

大  項  目 一般行政について

小  項  目 質    問    の    要    旨

中小企業者等の支

援について

令和８年度から新たに開始した「中小企業者等従業員資格取得支

援モデル事業」及び「中小企業者等ＤＸ推進・労働環境改善支援事

業」については、受付開始直後から問い合わせや相談も多数寄せら

れ、事業者からの需要が高く、反響も大きかったと感じておりま

す。 

いずれも、物価高騰の中、経営基盤の強化や人材確保を急務とし

ている事業者からの声に応えた素晴らしい支援施策であると評価し

ますが、改めてそれぞれの事業の現在の状況をお伺いいたします。 

議会申合せ事項第１４条（抜粋）
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。

 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。







一 般 質 問 通 告 書 
 
令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第６２条

第２項の規定により通告します。 

令和８年６月９日 
                    恵庭市議会議員 長谷 文子     

恵庭市議会議長 川原 光男 様 

 ページ ２～１ 

 一問一答 （有・無） 質問所要時間（５０分） 

大  項  目         福祉行政について 

小  項  目 質    問    の    要    旨 

1．高齢者の生きがい

づくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．医療的ケア児支援

について 

 全国的に、 社会環境の変化や時代の流れにより高齢者の過ごし方や楽し

み方が変化をしています。このような中、これまでは、一定程度の年齢に達し

た高齢者は、各町内会の多くに設置されていた老人クラブへの加入がある程

度当然であると考えられていましたが、近年、加入者やクラブ自体の減少傾

向が続いているようです。市でも老人福祉法１３条にある老人クラブの位置付

けのもと、また恵老連では様々な事業展開を図り、減少に歯止めがかからな

いよう対策を講じております。 

 そこで、以下の点についてお伺いいたします。 

１.高齢者人口の推移、老人クラブ（単会）数の推移、クラブ加入者数の推移  

（過去１２年間で４年ごとのデータ）について。   

２.老人クラブの抱えている課題に関する市の見解について。   

３.社協単独事業である「サロン事業」についての市の認識について。 

  

 恵庭市では、１４年前から医療的ケア児巡回看護師を配置し、市内の小中

学校へ必要に応じ出向き、医療的ケア児の対応に当たっていましたが、９年

前から現在の訪問看護事業所からの派遣体制へと変化をしてきました。 

過去の同僚議員の質問で、郊外活動（宿泊を伴うものを含める）にも拡大

したとの答弁がございました。これまでは家族が児童の郊外活動に付き添っ

て医療的ケアをしなければならず、仕事などの理由から不参加せざるを得な

いこともあったようですが、事業の拡大により安心して参加できるようになった

ことは非常に喜ばしいことと思います。 

そこで、以下の点についてお伺いします。 

1．現在の利用児童の人数について。 

2．利用児童のケアの内容について。 

3．保護者の負担について。                                        

※議会申合せ事項第１４条（抜粋） 
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。 
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。 
 



 氏名 長谷文子 ページ ２～２ 

大  項  目         観光行政について 

小  項  目 質    疑    の    要    旨 

観光の質的向上に

向けた基本姿勢に

ついて 

 恵庭市は、本年策定された第３期恵庭市観光振興計画において、

「暮らすように訪れるまち」を基本理念に掲げました。 
この計画の注目点は、これまでの観光入り込み客数を中心とした

「量」の追求から、観光の「質」の向上へと大きく転換した点でご

ざいます。 
来訪者数を重視するのではなく、来ていただいた方１人１人に満

足感を感じていただき、市内で時間とお金をいかに気持ちよく消費

していただくか、という視点は人口減少時代の観光施策としてまさ

に本市が進むべき方向であると評価するところでございます。 
 一方で、こうした「質」への転換は、施策の組み立てや評価の手

法、関係者との連携の在り方など、これまでとは異なる発想が求め

られるものもあります。 
 そこでお伺いします。 
 第３期恵庭市観光基本計画が掲げる観光の質的向上について、市

はどのような考え方の下で、さらにどのような施策を柱として推進

していこうとしているのか、ご所見をお伺いいたします。 

 



一 般 質 問 通 告 書 

 

令和８年 恵庭市議会 第２回定例会において次の一般質問を行うので、 
会議規則第６２条第２項の規定により通告します。 

   令和８年６月９日 

                       恵庭市議会議員 野沢 宏紀 
   

恵庭市議会議長 川原 光男 様 

 

ページ  １～１ 

 一 問 一 答（ 有 ） 質問所要時間 （５０分） 

大 項 目 一 般 行 政 に つ い て 

小 項 目 質   問   の   要   旨 

 長期化する中東情

勢における影響及び

対応について 

 

 

 

「公民連携協働事業

提案」について 

 

 家庭用防犯カメラ

設置における支援策

について 

 

 長期化する中東情勢における影響（物価高など）を市はどの様に

認識し対応しているのか、お伺い致します。 

・市事務事業の執行における影響及び対応について 

・市民、市内事業者における影響及び対応について 

・今後の市としての対策について 

 

「公民連携協働事業提案」の現状と今後の取り組みについて、お伺

い致します。 

 

 安全安心のまちづくりを推進するためのひとつの方策として家

庭用防犯カメラの設置に対する補助制度等の創設について、お伺い

致します。 

大 項 目 保 健 福 祉 行 政 に つ い て 

小 項 目 質   問   の   要   旨 

 高齢者健康増進事

業の今後のあり方に

ついて 

 高齢者健康増進事業（増進券事業）の今後のあり方について、お

伺い致します。 

＊議会申合せ事項第１４条（抜粋） 

１．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入してください。 

２．通告にない事項の質問は、出来ません。 



一 般 質 問 通 告 書 
 
令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則  

第６２条第２項の規定により通告します。  
 令和８年６月９日  
                     恵 庭 市 議 会 議 員 松島 緑  
恵庭市議会議長 川原 光男  様  

 ページ 1 ～ 1 
 一 問 一 答 （○有 ・無）  質問所要時間（ 50 分）  

大  項  目  保 健 福 祉 行 政 に つ い て 

小  項  目  質   問   の   要   旨  

子ども医療費助成

制度の拡充及び無

償化について  

現在本市では令和７年度より子ども医療費助成制度を 18 歳ま

でに対象拡大し、子育て世帯への負担軽減に取り組んでいます。

道内自治体では少子化対策や子育て世帯の負担軽減として医療

費の無償化を進める動きもあります。そこで以下の点について

伺います。  
１，  子ども医療費助成制度の実施状況と利用状況について  
２，  子育支援のさらなる充実へ向けて子ども医療費無償化へ

の本市の考え方について  
３，  近隣自治体の子ども医療費助成制度に関する本市の認識

について  
大  項  目  一 般 行 政 に つ い て 

小  項  目  質   問   の   要   旨  

終活支援の充実と

終活情報管理制度

の導入について  

全国的にも少子高齢化が進む中で本市においても単身高齢者

の増加が続いています。また、身寄りのない方も増えており、

将来に不安を感じている方も少なくありません。そこで、緊急

時の入院や病気、事故や孤独死防止策など、高齢者が安心して

本人の希望が叶えられる環境整備に関し、以下の点について伺

います。  
１，  本市の単身高齢者の現状と課題について  
２，  本市の終活に関する窓口等のニーズの把握について  
３，  石狩市の「おひとり暮らし等安心登録サービス事業」の認

識について  

大  項  目  教 育 行 政 に つ い て 

小  項  目  質   問   の   要   旨  

PTA 活動の今後の

在り方について  
PTA 活動は保護者と学校が協力し子どもたちの健やかな成長

を支える大切な取り組みの一つであります。共働き世帯が増え

る中で、時代に即した運営方法と見直しも必要ではないかと考

えます。そこで以下について伺います  
１，  PTA 活動の現状と課題について  
２，  本市における PTA 任意加入団体の各学校の保護者への周

知状況や対応について伺います。  
※議会申合せ事項第１４条（抜粋）  
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。  
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。  



一 般 質 問 通 告 書 
 

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第

６２条第２項の規定により通告します。  

  令和  ８  年 ６ 月 ９ 日  

                    恵 庭 市 議 会 議 員  生本 富士代  

恵庭市議会議長 川原 光男 様  

 ページ 1 ～ 1  

 一 問 一 答 （○有 ・ 無 ） 質問所要時間（ ５０分 ）  

大  項  目  保健福祉行政について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

①  高 次 脳 機 能 障

が い 者 の 支 援

について  

高次脳機能障害とは、事故や病気などで脳に損傷を受けたこと

による、記憶障害・感情の不安定・社会的行動などに困難が生じ

る障害のことです。外見からは分かりにくいため、周囲からの理

解も進んでいないという現状が課題となっています。  

本年４月より「高次脳機能障害者支援法」が施行されました。 

この支援法の基本理念の中には、居住する地域にかかわらず等し

く患者と家族が適切な支援を受けられることが明記されていま

す。本市における高次脳機能障がい者の現状と課題について、ま

た、今後の取り組みについてお伺い致します。  

②  帯 状 疱 疹 ワ ク

チ ン 接 種 事 業

について  

 

 

 

 令和７年度に国として定期接種化となり、それに合わせて本市

もワクチン接種に対する助成制度が始まりました。一年が経過し 

本市の現状と課題についてお伺い致します。  

また以下の点についてお伺い致します。  

・国が示す５年間の経過措置について  

・定期接種対象者への周知の仕方について  

・石狩管内他自治体における定期接種以外の助成制度（対象年齢

や助成金額等）について  

※議会申合せ事項第１４条（抜粋）  
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。  
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。  
 



一  般 質 問 通 告 書 

 

令和 8 年恵庭市議会第 2 回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第 62 条第 2 項

の規定により通告します。 

  令和 8 年 6 月 9 日 

                             恵庭市議会議員 新岡 知恵 

恵庭市議会議長 川原 光男 様 

 ページ ２～１ 

 一 問 一 答 （ 有 ） 質問所要時間（ ６０ 分） 

大  項  目 １、市営住宅について 

小  項  目 質    問    の    要    旨 

（１）指定管理者制

度の導入について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市は、今年度から市営住宅へ指定管理者制度を導入しました。制度導入

の効果として、入居者サービスの向上が挙げられ、とりわけ管理人・共益

費管理業務、除草業務が管理事業者へ移管されることにより、入居者の負

担軽減になるとしています。 

 しかし、除雪業務などが残ることに加えて、制度導入後も管理人に代わ

り管理業務協力員を入居者にお願いするなど、一概に入居者の負担軽減に

なっていない状況があります。従来では同じ団地でも棟ごとに管理人の業

務範囲や、共益費の取り扱い、除雪や除草の管理方法が違っていました。

制度導入にあたっては、個別の状況を聞き取る必要があり、一律の管理方

法では支障が出てくると懸念します。 

また、入居者の高齢化によってニーズは変化しているとともに、コミュ

ニティの存続が困難になっているため、指定管理者においてはより丁寧な

対応が求められると考えます。 

指定管理者制度導入にあたって、事前の入居者への説明をどのように実

施したか伺います。また、今後の進め方について、市の考えを伺います。 

 

  

※議会申合せ事項第１４条（抜粋） 
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。 
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。 
 
 
 
 



 氏 名  新岡 知恵 ページ ２～２ 

大  項  目 ２、作業療法士について 

小  項  目 質    問    の    要    旨 

（１）作業療法士の

活用 

 

 

 

 

 

（２）学校における

作業療法 

作業療法士は、病気や障害、発達特性などによって「生活しづらさ」を

抱える人に対して、その人らしい生活や社会参加を支援する専門職です。 

恵庭市では、子ども発達支援センターへ月１回、市内高等教育機関から

作業療法士を派遣していただき、就学前の子どもを支援していますが、職

員として作業療法士を配置すべきだと考えます。現状、外部からの派遣に

よって支援している理由とさらなる活用について伺います。 

 

 近年、学校現場では発達障害や支援を必要とする児童生徒への支援、不

登校への対応、感覚過敏や学習上の困難への支援など、多様な教育課題へ

の対応が求められています。恵庭市においても、特別支援学級や通級指導

教室、教育支援センターの設置、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーといった専門職の配置など、子どもたちへの支援体制が整備

されています。しかし、学校生活に困難を抱える児童生徒は年々増加傾向

にあり、教職員の負担も大きくなっているものと考えます。 

そのような中、近年注目されているのが、学校現場への作業療法士の参

画です。作業療法士は、子どもが日常生活や学校生活に参加するために、

本人の特性や環境の両面から評価し、具体的な支援方法を提案することが

できます。また、子ども本人への支援だけではなく、教員への助言や保護

者支援、さらには学校環境の改善にも専門性を発揮することが期待できま

す。 

現在、全国では教育委員会に作業療法士を配置し、学校を巡回する取組

や、全小中学校に学校作業療法室を設置する先進事例もあります。作業療

法士の専門性を学校教育に活用することは、支援を必要とする子どもだけ

でなく、すべての子どもたちが安心して学び成長できるインクルーシブ教

育の実現にもつながるものと考えます。 

作業療法士の専門性を学校教育に活用する可能性について、市教委の考

えを伺います。 

 
 



 





 



 



一 般 質 問 通 告 書 

 令和 8 年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行うので、会議規則第６２条第２項の規定

により通告します。 

 令和８年６月９日 

恵庭市議会議員 武藤 光一 

恵庭市議会議⾧ 川原 光男 様 

 

  ページ  1～1 

          一問一答（有・無） 質問所要時間（３０分） 

大 項 目 一 般 行 政 に つ い て 

小 項 目 質  問  の  要  旨 

第３期恵庭市中小

企業振興基本計画

について 

 このたび、令和８年度から令和１２年度までを計画期間とする、第３期恵庭

市中小企業振興基本計画が策定されたところであります。 

 時代の大きな転換点にあたって、新たな計画が、市内の中小企業・小規模事

業者にとって、確かな道しるべとなることが期待されております。 

 そこで、第３期計画について、その策定の目的、ならびに本市の各種計画に

おける位置づけについて、改めてお伺いします。 

 

恵庭市における防

災への取り組みに

ついて 

 近年線状降水帯による豪雨や自然災害の激甚・頻発化する中、国の組織改編

等を踏まえ、地方自治体にはより一層の防災行政の強化が求められています。 

本市の防災施策の現状を把握するため、直近５年間の自主防災組織の数とカ

バー率についてお伺いします。あわせて、全道・全国のカバー率の現状もお伺い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※議会申し合せ事項第 14 条（抜粋） 

  1，理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入してください。 

  2，通告にない事項の質問は、できません。 



一 般 質 問 通 告 書 
 

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第

６２条第２項の規定により通告します。  

  令和８年６月９日  

                  恵 庭 市 議 会 議 員  澁 谷 敏 明  

恵庭市議会議長 川 原 光 男  様  

 ページ ３ ～ １  

 一 問 一 答 （ 有 ・ 無 ）  質 問 所 要 時 間（  ４０ 分）  

大  項  目   一般行政について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

ナフサ価格高騰や

供給不足による自

治体業務への影響

について 

昨今の中東情勢の緊迫化等の影響により、石油化学製品の原料

となるナフサ（粗製ガソリン）価格の高騰や供給不足が続いてい

ます。ナフサは、公共工事で使用される配管資材や塗料・防水材

など自治体業務に関係する多くの製品の原料となっており、市民

生活や行政サービスにも幅広く影響するものと考えています。 

そこで以下の点について、お伺いします。 

 

１．資材価格高騰や資材不足に起因する本市発注工事への影響

について 

 
 
 



  氏 名  澁 谷 敏 明  ページ ３ ～ ２  

大  項  目   教育行政について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

本市における特別

支援教育について  

 

近年、全国的に特別支援学級や通級指導を利用する児童・生徒

が増加しています。 

これは近年、発達障がいや発達特性といった点への理解が進

み、以前であれば見過ごされていた児童・生徒たちへの、適切な

支援につながるようになった結果ではないかと捉えています。 

一方で、支援のニーズも多様化・複雑化していることで、学校

現場とりわけ教員個人への負担や家庭への負担増加も指摘され

ています。 

本市における特別支援教育に関連して、以下の点について、お

伺いします。 

 

１．本市における特別支援学級在籍児童・生徒数及び通級指導

利用者数の推移について 

２．本市における放課後等デイサービスの利用状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  氏 名  澁 谷 敏 明  ページ ３ ～ ３  

大  項  目   教育行政について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

中学校部活動の地

域展開について  

 

国では、少子化や教員の働き方改革などを背景に、学校部活動

改革を進めており、当初は「地域移行」として、中学校部活動の

運営主体を地域クラブ等へ移行する方針が示されていました。 

その後、令和６年１２月には、部活動を学校から完全に切り離

すのではなく、学校施設の利用や、教員・外部指導者の関与も含

めた、地域全体で子どもの活動を支える「地域展開」へと方向性

が整理されました。令和８年度からの６年間は「改革実行期間」

に位置づけられ、休日の部活動について「地域展開」を進める方

針が示されています。 

今年度より「改革実行期間」に入り、全国各自治体の対応は様々

です。そこで、本市における今後の中学校部活動「地域展開」に

向けた取組状況について、お伺いします。 

 

１．部活動の地域展開に向けて、地域人材の関わりの現状につ

いて 

２．「恵庭版運動部活動・地域クラブ活動サポーターバンク」

における現時点での登録者数や種目ごとの登録状況について 

３．「中学校の新たなスポーツ・文化活動体制整備協議会」に

おける議論・検討状況について 

 

 

 



一 般 質 問 通 告 書 
 

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第

６２条第２項の規定により通告します。  

  令和８年６月９日  

                  恵 庭 市 議 会 議 員 小 林 卓 矢  

恵庭市議会議長 川 原 光 男 様  

 ページ ３ ～ １  

 一 問 一 答 （ 有 ・ 無 ）  質 問 所 要 時 間（  ５０ 分）  

大  項  目  市内牧場における障がい者事案に係る訴訟及び和解協議について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

和解協議不調に関す

る市の認識について  

本件は、障がいのある方々の人権や尊厳、行政による権利擁護の在り方

が問われている重大な事案であります。現在も裁判が継続していることか

ら、司法の判断そのものについて論じるものではありませんが、市民の間

では、市がどのような認識のもとで訴訟対応や和解協議に臨んできたのか

について大きな関心が寄せられております。  

 特に、本年公表された和解協議不調に関する市の説明では、「責任」や

「謝罪」といった文言をめぐる双方の認識の違いが協議不調の要因であっ

たことが示されております。しかしながら、市民からは、なぜそのような

判断に至ったのか、また障がい者福祉行政を担う自治体としてどのような

責任認識を持っているのかについて、十分に理解できないとの声も聞かれ

ます。  

 そこで、市が和解協議においてどのような考え方で対応したのか、また

本件に対する法的責任、道義的責任及び再発防止に向けた認識について確

認するため、以下質問いたします。  

 

①市ホームページでは、「市としては、『責任』の部分については裁判で

争っている事項であることから、和解案において責任を認めることは困難

とするものであったため、双方が合意に達することができず、協議が不調  

※議会申合せ事項第１４条（抜粋）  
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。  



 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。  

 氏 名  小 林 卓 矢  ページ ３ ～ ２  

大  項  目  一般行政について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活道路の整備につ

いて  

 

に終わったものであります。」との記載がなされています。  

 この記載は、「原告側はこの点を認めなければ和解には応じないとする

ものであったため」と、あたかも原告側が当該点に固執したことにより協

議が決裂したかのようにも受け取れる表現となっています。このような表

現とした理由について伺います。  

 また、報道においては、「責任」及び「謝罪」の文言を和解内容に盛り

込むことを市側が受け入れなかったため協議が不調となった旨の報道も

なされていますが、市としては、そのような報道は事実と異なるとの認識

なのか伺います。  

②市が法的な「責任」について裁判で争っているとしても、訴訟の早期

解決及び原告らの早期救済の観点から、和解において「責任」との表記を

行う余地があったのではないかと考えます。  

 「責任」との表記を行うことができないと判断した理由について伺いま

す。また、紛争の早期解決や原告らの早期救済を上回る考慮要素として、

執行部においてどのような議論がなされたのか伺います。  

 

近年、恵庭市では人口増加や住宅開発が進み、新たな住宅地の形成や既

存住宅街への転入も続いております。一方で、市民の皆さんからは、生活

道路の傷みや舗装の劣化、歩道の未整備、冬期間の除排雪、安全対策など、

日常生活に直結する道路環境の改善を求める声が数多く寄せられていま

す。道路は単なる移動手段ではなく、通勤・通学、買い物、子どもたちの

登下校、高齢者の外出など、市民生活を支える重要な社会基盤です。特に

住宅街の生活道路については、市民の安全・安心、さらには地域の住みや

すさを左右する重要な役割を担っています。  

また、ラピダス進出をはじめとする周辺地域の大きな環境変化により、 

 
 



 氏 名  小 林 卓 矢  ページ ３ ～ ３  

大  項  目  一般行政について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の平和に関する

取り組みや考え方に

ついて 

 

 

 

 

 

 

今後は交通量の増加や新たな住宅需要も見込まれています。そのような中

で、市民が安心して暮らし続けられるまちづくりを進めるためには、幹線

道路だけでなく、身近な生活道路の計画的な整備と維持管理が一層重要に

なると考えます。 

 そこで、市民から寄せられている要望や地域の実情を踏まえ、生活道路

の整備状況と今後の取り組みについて質問いたします。 

 

 ①市は毎年どの程度の道路補修・舗装改修・歩道整備に関する要望を受

けているのか。また、そのうち実際に対応できている割合はどの程度なの

か伺います。 

 ②優先順位の考え方について、道路整備の優先順位はどのような基準で

決定しているのか。交通量だけでなく、高齢者施設や学校、公園などの立

地状況も考慮しているのか伺います。 

 

本年は戦後８１年を迎えます。世界では依然として武力紛争が続き、多

くの尊い命が失われています。核兵器の脅威も依然として存在し、平和の

尊さを次の世代へ継承していくことの重要性はますます高まっています。 

わが国においても、戦争体験者の高齢化が進むなか、戦争の記憶や平和へ

の願いをどのように次世代へ伝えていくのかが大きな課題となっていま

す。恵庭市はこれまで平和に関する様々な取組を行ってきましたが、平和

を守り育てる取組を継続し、市民、とりわけ子どもたちの平和意識の醸成

を図ることが重要であると考えます。 

そこで以下について伺います。 

 ①恵庭市として平和行政をどのように位置付けているのか。また、現在

取り組んでいる平和事業にはどのようなものがあるのか伺います。 

②戦後１００年を見据え、平和教育や平和事業の長期的な方向性を検討

する考えはあるか伺います。

 



一 般 質 問 通 告 書 
 

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第

６２条第２項の規定により通告します。  

  令和８年６月９日  

                  恵 庭 市 議 会 議 員 太 田 実 保  

恵庭市議会議長 川 原 光 男 様  

 ページ ２～ １  

 一 問 一 答 （ 有 ・ 無 ）  質 問 所 要 時 間（  ５０ 分）  

大  項  目  安全・安心な学校施設と子どもたちの居場所づくりについて  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

学校施設の計画的

整備について  

子どもたちが日々大半の時間を過ごす学校は、単に知識を学ぶ

場であるだけでなく、心身ともに健やかに成長するための基盤で

あり、何よりも安全・安心な居場所でなければなりません。   

現在、本市の学校施設においては、経年劣化による老朽化への

対応や、現代の教育環境に即したアップデートが大きな課題とな

っており、児童生徒の健康や日常の尊厳に直結するトイレ環境の

整備についても、子どもたちの目線に立った迅速な改善が強く求

められるところです。  

また、学校開放では、体育館を多くの地域の人が使用し、災害

時は、地域住民の避難所としての機能も併せ持つことから、防災

力の向上という観点からも、計画的な学校施設整備は重要である

と考えます。  

そこで以下の点についてお伺いいたします。  

１．本市における学校施設の整備方針について  

２．学校トイレの現状と今後の改修目標・スケジュールについて 

※議会申合せ事項第１４条（抜粋）  
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。  
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。  
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大  項  目  安全・安心な学校施設と子どもたちの居場所づくりについて  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

児童生徒の多様な

居場所の確保と支

援について  

学校環境に馴染めず、不登校などにより学校外に居場所を求め

る児童生徒は少なくありません。ひとりひとりに寄り添った多様

な選択肢を保障するためには、民間フリースクールなどが果たす

役割や必要性を理解し、支援を充実させていくことも必要である

と考えます。  

また、居場所や相談先を必要としているのは、義務教育期間中

の児童生徒に留まりません。中学校を卒業した後の高校生世代な

ど、義務教育後の若者たちが進路の悩みや環境の変化に直面した

際、社会的孤立に陥ることなく、安心して立ち寄り、将来の不安

を相談できる場を地域の中に確保していくことも極めて重要な

課題です。  

そこで以下の点についてお伺いいたします。  

１．フリースクールの現状と課題について  

２．義務教育後における子どもの居場所の確保および相談体制の

現状と、今後の支援のあり方について  

 
 
 


